
ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（令和７年度） 

令和７年４月 

国土交通省 

特定事業の名称 期間 概要 公共施設等の立地 実施方針の策定時期 担当 

国道１２号 

白石本通第二 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和３２年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道１２

号白石本通地区の電線共同溝

の設計業務、工事業務、維持管

理業務を実施する。 

北海道札幌市 令和７年７月上旬頃（予定） 北海道開発局 

札幌開発建設部 

道路計画課 

直通：011-611-0239 

国道４９号 

富田地区 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和３１年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道４９

号富田地区の電線共同溝の設

計業務、工事業務、維持管理業

務を実施する。 

福島県郡山市 令和７年８月下旬頃（予定） 東北地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：022-225-2171 

国道１７号 

渋川電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和２３年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道１７

号渋川地区の電線共同溝の設

計業務、工事業務、維持管理業

務を実施する。 

群馬県渋川市 令和７年８月下旬頃（予定） 

 

関東地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：048-600-1345 

国道２０号 

甲府国母（２） 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和２９年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道２０

号甲府地区の電線共同溝の設

計業務、工事業務、維持管理業

務を実施する。 

山梨県甲府市 令和７年８月下旬頃（予定） 

 

関東地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：048-600-1345 

 

 

     



      

国道１３９号 

阿幸地 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和３７年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道１３

９号阿幸地地区の電線共同溝

の設計業務、工事業務、維持管

理業務を実施する。 

静岡県富士宮市 令和７年７月下旬頃（予定） 中部地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：052-953-8176 

国道 1号 

上鳥羽南 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和３１年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道１号

上鳥羽南地区の電線共同溝の

設計業務、工事業務、維持管理

業務を実施する 

京都府京都市 令和７年６月上旬頃（予定） 近畿地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：06-6941-2500 

国道３１号 

坂電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和２７年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道３１

号坂地区の電線共同溝の設計

業務、工事業務、維持管理業務

を実施する。 

広島県安芸郡坂町 令和７年７月上旬頃（予定） 

 

中国地方整備局 

道路部道路管理課 

直通：082-511-6333 

国道１１号 

伏石地区 

電線共同溝 

ＰＦＩ事業 

事業契約締結日から 

令和３７年３月（予定） 

ＰＦＩ事業者は、一般国道１１

号伏石地区の電線共同溝の設

計業務、工事業務、維持管理業

務を実施する。 

香川県高松市 令和７年７月上旬頃（予定） 

 

四国地方整備局 

道路部交通対策課 

直通：087-811-8351 

国営備北丘陵公

園公共施設等運

営 事業 

事業契約締結期間から 

令和３０年２月(予定）※

上記期間は、現時点のもので

あり、変更の可能性有り。 

運営権者は、国営備北丘陵公園

の運営維持管理を一体的に実

施する。 

広島県庄原市 令和７年度内 中国地方整備局ＨＰ

にて公表（予定） 

 

中国地方整備局 

建政部 都市・住宅整

備課 

直通：082-221-9231 

 

 

     



 

※この見通しは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号）第 15 条第１項の規定によ

り公表するものです。 

      

国営讃岐まんの

う公園公共施設

等運営 事業 

事業契約締結期間から 

令和３０年２月(予定）※

上記期間は、現時点のもので

あり、変更の可能性有り。 

運営権者は、国営讃岐まんのう

公園の運営維持管理を一体的

に実施する。 

香川県仲多度郡ま

んのう町 

令和７年度内 四国地方整備局ＨＰ

にて公表（予定） 

 

四国地方整備局 

建政部 都市・住宅整

備課  

直通：087-811-8315 

海上保安庁宿舎

整備事業 

（鹿児島） 

事業契約締結日から令和

２６年３月（予定）  

  

 

ＰＦＩ事業者は、鹿児島県鹿児

島市に所在する宿舎整備事業

に係る設計業務、建設業務、工

事監理業務、維持管理業務、運

営業務を実施する。 

鹿児島県鹿児島市 令和７年 8 月下旬頃（予定） 海上保安庁 

装備技術部 

施設補給課 

直通：03-3591-2801 


